
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
三
号

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
規
則

診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
基
き
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
章
　
免
許

（
法
第
四
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
一
条
　
診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
視
覚
、
聴
覚
、
音
声
機
能
若
し
く
は
言
語
機
能
又
は
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ

り
診
療
放
射
線
技
師
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
障
害
を
補
う
手
段
等
の
考
慮
）

第
一
条
の
二
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
診
療
放
射
線
技
師
の
免
許
の
申
請
を
行
つ
た
者
が
前
条
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
に
免
許
を
与
え
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
と
き
は
、
当
該
者
が
現
に
利
用

し
て
い
る
障
害
を
補
う
手
段
又
は
当
該
者
が
現
に
受
け
て
い
る
治
療
等
に
よ
り
障
害
が
補
わ
れ
、
又
は
障
害
の
程
度
が
軽
減
し
て
い
る
状
況
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
の
申
請
手
続
）

第
一
条
の
三
　
診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
の
診
療
放
射
線
技
師
の
免
許
の
申
請
書
は
、
第
一
号
書
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
令
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十

九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
（
以
下
「
中
長
期
在
留
者
」
と
い
う
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め

る
特
別
永
住
者
（
以
下
「
特
別
永
住
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
。
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
視
覚
、
聴
覚
、
音
声
機
能
若
し
く
は
言
語
機
能
若
し
く
は
精
神
の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書

（
籍
の
登
録
事
項
）

第
二
条
　
令
第
一
条
の
三
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
で
診
療
放
射
線
技
師
籍
に
登
録
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
再
免
許
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨

二
　
免
許
証
を
書
換
え
交
付
し
又
は
再
交
付
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
並
び
に
そ
の
理
由
及
び
年
月
日

三
　
登
録
の
消
除
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
並
び
に
そ
の
理
由
及
び
年
月
日

（
診
療
放
射
線
技
師
籍
の
訂
正
の
申
請
手
続
）

第
三
条
　
令
第
一
条
の
四
第
二
項
の
診
療
放
射
線
技
師
籍
の
訂
正
の
申
請
書
は
、
第
一
号
書
式
の
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
第
四
条
の
二
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
令
第
一
条
の
四
第
一
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請

の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
書
式
）

第
四
条
　
法
第
八
条
第
一
項
の
免
許
証
は
、
第
二
号
書
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
免
許
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
）

第
四
条
の
二
　
令
第
三
条
第
二
項
の
免
許
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
書
は
、
第
一
号
書
式
の
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
中
長
期
在
留
者
及
び
特
別
永
住
者
に
つ
い
て
は
住
民
票
の
写
し
及
び
令
第
三
条
第
一
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
し
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
の
三
各

号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
及
び
同
項
の
申
請
の
事
由
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
）
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
五
条
　
令
第
四
条
第
一
項
の
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
書
は
、
第
二
号
書
式
の
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
令
第
四
条
第
二
項
の
手
数
料
の
額
は
、
三
千
百
円
と
す
る
。

（
登
録
免
許
税
及
び
手
数
料
の
納
付
）

第
六
条
　
第
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
条
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
登
録
免
許
税
の
領
収
証
書
又
は
登
録
免
許
税
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
及
び
第
八
条
　
削
除

第
二
章
　
試
験

（
試
験
の
公
告
）

第
九
条
　
診
療
放
射
線
技
師
国
家
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
を
施
行
す
る
期
日
及
び
場
所
並
び
に
受
験
願
書
の
提
出
期
限
は
、
あ
ら
か
じ
め
官
報
で
公
告
す
る
。

（
試
験
科
目
）

第
十
条
　
試
験
の
科
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一
　
基
礎
医
学
大
要

二
　
理
工
学
・
放
射
線
科
学

三
　
エ
ッ
ク
ス
線
撮
影
機
器
学

四
　
エ
ッ
ク
ス
線
撮
影
技
術
学

五
　
診
療
画
像
検
査
学

六
　
画
像
工
学

七
　
医
療
画
像
情
報
学

八
　
核
医
学
診
療
技
術
学

九
　
放
射
線
治
療
技
術
学

十
　
放
射
線
安
全
管
理
学

十
一
　
医
療
安
全
管
理
学

（
受
験
の
手
続
）

第
十
一
条
　
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
（
第
三
号
書
式
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
二
十
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
修
業
証
明
書
又
は
卒
業
証
明
書

二
　
法
第
二
十
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
外
国
の
診
療
放
射
線
技
術
に
関
す
る
学
校
若
し
く
は
養
成
所
を
卒
業
し
、
又
は
外
国
で
診
療
放
射
線
技
師
免
許
に
相
当
す
る
免
許
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
写
真
（
出
願
前
六
箇
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
は
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。
）

（
試
験
手
数
料
）

第
十
二
条
　
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
試
験
手
数
料
は
、
一
万
千
四
百
円
と
す
る
。

（
合
格
証
書
）

第
十
三
条
　
試
験
に
合
格
し
た
者
に
は
、
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。

（
合
格
証
明
書
の
交
付
及
び
手
数
料
）

第
十
四
条
　
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
合
格
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
合
格
証
明
書
の
交
付
を
申
請
す
る
者
は
、
手
数
料
と
し
て
二
千
九
百
五
十
円
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
の
納
入
方
法
）

第
十
五
条
　
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
試
験
手
数
料
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
を
納
め
る
に
は
、
そ
の
金
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
願
書
又
は
申
請
書
に
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
業
務
等

（
法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為
）

第
十
五
条
の
二
　
法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
静
脈
路
に
造
影
剤
注
入
装
置
を
接
続
す
る
行
為
、
造
影
剤
を
投
与
す
る
た
め
に
当
該
造
影
剤
注
入
装
置
を
操
作
す
る
行
為
並
び
に
当
該
造
影
剤
の
投
与
が
終
了
し
た
後
に
抜
針
及
び
止
血
を
行
う
行
為

二
　
動
脈
路
に
造
影
剤
注
入
装
置
を
接
続
す
る
行
為
（
動
脈
路
確
保
の
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
及
び
造
影
剤
を
投
与
す
る
た
め
に
当
該
造
影
剤
注
入
装
置
を
操
作
す
る
行
為

三
　
核
医
学
検
査
の
た
め
に
静
脈
路
に
放
射
性
医
薬
品
を
投
与
す
る
た
め
の
装
置
を
接
続
す
る
行
為
、
当
該
放
射
性
医
薬
品
を
投
与
す
る
た
め
に
当
該
装
置
を
操
作
す
る
行
為
並
び
に
当
該
放
射
性
医
薬
品
の
投
与
が
終
了
し
た
後
に

抜
針
及
び
止
血
を
行
う
行
為

四
　
下
部
消
化
管
検
査
の
た
め
に
肛
門
に
カ
テ
ー
テ
ル
を
挿
入
す
る
行
為
、
当
該
カ
テ
ー
テ
ル
か
ら
造
影
剤
及
び
空
気
を
注
入
す
る
行
為
並
び
に
当
該
カ
テ
ー
テ
ル
か
ら
造
影
剤
及
び
空
気
を
吸
引
す
る
行
為

五
　
画
像
誘
導
放
射
線
治
療
の
た
め
に
肛
門
に
カ
テ
ー
テ
ル
を
挿
入
す
る
行
為
及
び
当
該
カ
テ
ー
テ
ル
か
ら
空
気
を
吸
引
す
る
行
為

六
　
上
部
消
化
管
検
査
の
た
め
に
鼻
腔
に
挿
入
さ
れ
た
カ
テ
ー
テ
ル
か
ら
造
影
剤
を
注
入
す
る
行
為
及
び
当
該
造
影
剤
の
注
入
が
終
了
し
た
後
に
当
該
カ
テ
ー
テ
ル
を
抜
去
す
る
行
為

（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
検
査
）

第
十
五
条
の
三
　
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
検
査
は
、
胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
断
層
撮
影
装
置
を
用
い
た
も
の
を
除
く
。
）
及
び
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
検
査
と
す
る
。

（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
装
置
）

第
十
五
条
の
四
　
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
装
置
は
、
超
音
波
診
断
装
置
と
す
る
。

（
照
射
録
）

第
十
六
条
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
照
射
を
受
け
た
者
の
氏
名
、
性
別
及
び
年
齢

二
　
照
射
の
年
月
日

三
　
照
射
の
方
法
（
具
体
的
に
か
つ
精
細
に
記
載
す
る
こ
と
。
）

四
　
指
示
を
受
け
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
氏
名
及
び
そ
の
指
示
の
内
容

（
証
票
）

第
十
七
条
　
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
証
票
は
、
第
四
号
書
式
に
よ
る
。
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附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
六
年
八
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
七
月
二
二
日
厚
生
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
九
月
二
二
日
厚
生
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
八
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
八
年
八
月
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
四
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
附
則
第
八
項
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
一
二
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
九
月
一
九
日
厚
生
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
九
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
一
一
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
三
月
二
九
日
厚
生
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
三
一
日
厚
生
省
令
第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
五
月
二
五
日
厚
生
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
九
月
一
八
日
厚
生
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
、
第
五
条
及
び
第
九
条
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
七
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
二
四
日
厚
生
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
四
月
一
三
日
厚
生
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
九
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
行
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
及
び
整
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
診
療
放
射
線
技
師
及
び
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師

法
施
行
規
則
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
行
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
及
び
整
理
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
診
療
放
射
線
技
師
及
び
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
検
査
に
従
事
す
る
職
員
の
身
分
を
証
明
す
る
証
票
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
四
号
書
式
と
す
る
。

第
三
条
　
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
試
験
（
診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
七
項
の
試
験
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
診
療
放
射
線
技
師
国
家
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

の
に
対
し
て
は
、
第
十
条
に
掲
げ
る
試
験
科
目
の
う
ち
、
同
条
第
五
号
、
第
七
号
、
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
試
験
科
目
以
外
の
試
験
科
目
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
科
目
の
免
除
を
受
け
て
診
療
放
射
線
技
師
国
家
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
受
験
願
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
受
験
願
書
に
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
試
験
に
合
格
し

て
い
る
旨
を
付
記
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
免
許
証
の
写
し
又
は
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
試
験
の
合
格
証
書
の
写
し
若
し
く
は
合
格
証
明
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
行
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
及
び
整
理
に
関
す
る
法
律
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
三
項
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
附
則
第
三
項
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
診
療
放
射
線
技
師
国
家
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
験
願
書
（
第
三
号
書
式
）
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
十
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類

二
　
附
則
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
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２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
科
目
の
免
除
を
受
け
て
診
療
放
射
線
技
師
国
家
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
験
願
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
受
験
願

書
に
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
試
験
に
合
格
し
て
い
る
旨
を
付
記
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
免
許
証
の
写
し
又
は
診
療
エ
ツ
ク
ス
線
技
師
試
験
の
合
格
証
書
の
写
し
若
し
く
は
合
格
証
明
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
三
日
厚
生
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
四
日
厚
生
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
及
び
板
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
て
改
正
後
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
一
九
日
厚
生
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
一
四
日
厚
生
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
精
神
保
健
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
六
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
三
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
証
票
は
、
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
厚
生
省
令
第
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
二
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
一
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
障
害
者
等
に
係
る
欠
格
事
由
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
医
師
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
七
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
九
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
月
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
六
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
一
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
一
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
六
月
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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第
一
号
書
式
（
第
一
条
の
三
関
係
）
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第
一
号
書
式
の
二
（
第
三
条
、
第
四
条
の
二
関
係
）

第一号書式の二(第三条、第四条の二関係) 

  

 厚
生
労
働
省
記
入
欄 

登 録 番 号 

    

収 入 印 紙 欄 

(収 入 印 紙 は 消 印 しな い で 下 さ い) 

 訂正書換え

年 月 日 

  

診療放射線技師籍訂正・免許証書換え交付申請書 

登 録 番 号 第 

              

号 登録年月日 
昭 和 
平 成 
令 和 

    

年 

    

月 

    

日 

  

 変更を生じた事項 

  変 更 前 変 更 後 (第 1 回 ) 変 更 後 (第 2 回 ) 

コ ー ド 番 号                         

本 籍 

(国 籍) 

  都 道

府 県 

  都 道

府 県 

  都 道

府 県 

ふ り が な (氏) (名) (氏) (名) (氏) (名) 

氏 名             

(旧姓)   (旧姓)   (旧姓)   

旧姓併記の希望   有 ・ 無 有 ・ 無 

通 称 名             

生 年 月 日 

大 正 
昭 和 
平 成 
令 和 
西 暦 

        
年 

  大 正 
昭 和 
平 成 
令 和 
西 暦 

        
年 

    

    
月 

    
日 

    
月 

    
日 

性 別 男 ・ 女 男 ・ 女 

変 更 の 事 由 
  

 上記により、診療放射線技師籍訂正・免許証書換え交付を申請します。 

           年   月   日 

住 所 
〒 都 道

府 県 

  

氏 名 

  電 話     (   ) 

  

  厚生労働大臣 殿 

厚 生 労 働 省 の 受 付 印 都 道 府 県 の 受 付 印 保 健 所 の 受 付 印 

    都道府県

コ ー ド 
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第
二
号
書
式
（
第
四
条
関
係
）

第二号書式(第四条関係) 

備
考 

免
許
の
申
請
時
等
に
旧
姓
又
は
通
称
名
の
併
記
の
希
望
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

氏
名
と
併
せ
て
記
載
す
る
。 

 
 

診
療
放
射
線
技
師
免
許
証 

   
 
 
 
 
 
 

本
籍
地
都
道
府
県
名(

国
籍) 

   
 
 
 
 
 
 
 

氏
名 

 

年 
 

月 
 
 

日
生 

 

   

診
療
放
射
線
技
師
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

に
よ
り
免
許
さ
れ
た

診
療
放
射
線
技
師
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。 

   
 
 
 
 

年 
 

月 
 
 

日 

  

厚
生
労
働
大
臣 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

印 
 

 
 

   
 

診
療
放
射
線
技
師
籍
登
録
年
月
日 

  
 

診
療
放
射
線
技
師
籍
登
録
番
号 
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第
二
号
書
式
の
二
（
第
五
条
関
係
）

第二号書式の二(第五条関係) 

  

 厚
生
労
働
省
記
入
欄 

登 録 番 号 

    

収 入 印 紙 欄 

(収入印紙は消印しないで下さい) 
再 交 付

年 月 日 

  

診療放射線技師免許証再交付申請書 

登 録 番 号 第 
              

号 登録年月日 
昭和 
平成 
令和 

    
年 

    
月 

    
日 

 

本 籍 

(国 籍) 

都道 

府県 

 

ふ り が な (氏) (名)   

性 別 

男 

氏 名 

    

女 
  (旧姓)   

通 称 名         

 

生 年 月 日 

大 正 
昭 和 
平 成 
令 和 
西 暦 

        年     月     日 

 

免 許 取 得

資 格 

昭 和 
平 成 
令 和 

    
年 

    
月 施行 第 

      
回 診 療 放 射 線 技 師 試 験 合 格 

(上記試験以外により免許を受けた者にあっては、その資格) 

上記の診療放射線技師免許証を(き損・亡失)したので、関係書類を添えて免許証の再交付を申請します。 

         年   月   日 

住 所 
〒 都道 

府県 

氏 名 
  

電 話 (   ) 

 厚生労働大臣 殿 

厚 生 労 働 省 の 受 付 印 都 道 府 県 の 受 付 印 保 健 所 の 受 付 印 

    都道府県

コ ー ド 
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第
三
号
書
式
（
第
十
一
条
関
係
）

第三号書式(第十一条関係) 

        診療放射線技師国家試験願書 

 収 入

印 紙 

 受験地 

本 籍 (国 籍 )   

住 所 
電話          

(  )      

ふ り が な 

氏 名 
  

 

年  月  日生 

学 歴 

高等学校又は中等

教育学校卒業から

記入してください。 

  

職 歴   

 上記により、診療放射線技師国家試験を受験したいので申請します。 

    令和  年  月  日 

氏 名          

 厚生労働大臣 殿 

 

 

(注意) 1 用紙の大きさは、A4とすること。 

    2 字は、インク、ボールペン等(黒又は青に限る。)を用い、かい書ではつきりと

書くこと。 

    3 収入印紙には、消印をしないこと。 

    4 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令(昭

和59年厚生省令第52号)附則第3条第1項の規定による診療放射線技師国家試験の

試験科目の免除を受けようとする者にあつては、診療エツクス線技師試験(特例

受験を含む。)に合格している旨を、「受験地」の下に記載すること。 
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第
四
号
書
式
（
第
十
七
条
関
係
）

第四号書式(第十七条関係) 

表 

  

  

第 
 
 
 

号 

氏 
 
 
 
 
 
 
 

名 
 

年 
 

月 
 

日
生 

 

診
療
放
射
線
技
師
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の

証 

 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

厚
生
労
働
省(

都
道
府
県) 

印 

  

写
真
ち
よ
う
付
面 
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裏 

  

   

こ
の
証
票
を
携
帯
す
る
者
は
、
診
療
放
射
線
技
師
法
第
二
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
照
射
録
を
検
査
す
る
職
権
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
。 

 
 
 

診
療
放
射
線
技
師
法
抜
す
い 

 
(

照
射
録) 

第
二
十
八
条 

診
療
放
射
線
技
師
は
、
放
射
線
を
人
体
に
対
し
て

照
射
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

を
記
載
し
た
照
射
録
を
作
成
し
、
そ
の
照
射
に
つ
い
て
指
示
を

し
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
署
名
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
前
項
の
照
射
録
を
提
出
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員

に
照
射
録
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
検
査
に
従
事
す
る
職
員
は
、
そ
の
身

分
を
証
明
す
る
証
票
を
携
帯
し
、
且
つ
、
関
係
人
の
請
求
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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